
国立大学法人東京農工大学職員再雇用規程の一部改正 
国立大学法人東京農工大学職員再雇用規程を、次のとおり改正する。 

現   行 改  正 備   考 

国立大学法人東京農工大学職員再雇用規程 

 

平成１６年４月７日

１６ 経教 規程第２９号

第１条～第３条 省略 

 

 （対象者） 

第４条 再雇用の対象となる職員は、就業規則第４条第１項に規定す

る事務職員及び技術職員のうち、就業規則第１９条第１項に定める

定年退職する時に次条に定める再雇用基準に該当する者とする。 

２ 前項にかかわらず学長が、特に必要と認めた者とする。

 

 

第５条～第７条 省略 

 

 （再雇用の限度） 

第８条 再雇用職員の雇用期間（更新された雇用期間を含む。）の上

限は、次表に定める定年退職年月日ごとの上限年齢に達する日以後

における最初の３月３１日までとする。 

定 年 退 職 年 月 日 上限年齢 

平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日 満６２歳

平成１９年４月１日～平成２２年３月３１日 満６３歳

平成２２年４月１日～平成２５年３月３１日 満６４歳

平成２５年４月１日～ 満６５歳

 （休暇） 

第９条 再雇用職員の年次休暇は、定年退職に引き続き再雇用職員と

なった場合には、当該退職時における未使用の日数を付与するもの

とする。 

２ 第７条の規定により雇用期間を更新された場合の年次休暇は、更

新された日の前日における未使用の日数を付与するものとする。 

 

 

 

 

 

 

第１条～第３条 省略（現行どおり） 

 

 （対象者） 

第４条 再雇用の対象となる職員は、就業規則第４条第１項に規定す

る事務職員及び技術職員のうち、就業規則第１９条第１項に定める

定年退職する時に次条に定める再雇用基準に該当する者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた者を再雇用の

対象とすることができる。 

 

第５条～第７条 省略（現行どおり） 

 

 （再雇用の限度） 

第８条 再雇用職員の雇用期間（更新された雇用期間を含む。）の上限

は、次表に定める生年月日ごとの上限年齢に達する日以後における

最初の３月３１日までとする。 

生 年 月 日 上限年齢

昭和２０年４月２日から昭和２２年４月１日まで 満６３歳

昭和２２年４月２日から昭和２４年４月１日まで 満６４歳

昭和２４年４月２日以降 満６５歳

 

 （年次有給休暇の特例） 

第９条 再雇用職員の年次有給休暇は、定年退職に引き続き再雇用職

員となった場合には、当該退職時における未使用の年次休暇の日数

を付与するものとする。 

２ 第７条の規定により雇用期間を更新された場合の年次有給休暇

は、更新された日の前日における未使用の日数を付与するものとす

る。 

３ 再雇用職員に非常勤職員就業規則第３１条の規定により年次有給

休暇を付与する場合において、当該付与される日の前日における未使

用の日数については、４０日から当該付与される年次有給休暇の日数

 



 

 

第１０条～第１３条 省略 

 

    附 則 省略 

 

 

 

 

別表 省略 

 

を減じた日数を限度として繰り越すことができる。 

 

第１０条～第１３条 省略（現行どおり） 

 

    附 則 省略（現行どおり） 

 

 

 

 

別表 省略（現行どおり） 

附 則（２０教 規程 第５８号） 

この規程は、平成２０年１０月２７日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

 


